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新型インフルエンザＡ（Ｈ１Ｎ１）ワクチンの融通方法について 

 

 

 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 新型インフルエンザＡ（Ｈ１Ｎ１）に係る国内産ワクチン第１０回出荷及び

輸入ワクチン初回出荷等のお知らせにつきましては、平成２２年２月１０日付

（地Ⅲ254）をもって貴会宛にお送り申し上げました。 

 今般、別添のとおり、厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部事務局よ

り都道府県新型インフルエンザワクチン担当部局宛に、新型インフルエンザＡ

（Ｈ１Ｎ１）ワクチンの具体的な融通方法等が示され、本会に対しても情報提

供がありました。 

 本件では、ワクチンの実質的な受け渡しについては卸売販売業者が行うこと

とし、融通に係る必要な事項について、都道府県、受託医療機関、及び卸売販

売業者の間で十分に調整・合意の上、融通を行うものとしております。なお、

融通を行うにあたっては、卸売販売業者、融通元及び融通先となる受託医療機

関との間で合意が必要であり、特に、融通元及び融通先となる受託医療機関の

双方が事前に合意している必要があります。 

 つきましては、貴会におかれましても、本件についてご了知いただき、貴会

管下郡市区医師会、関係医療機関に対し、周知方よろしくご高配のほどお願い

申し上げます。 






